
八
九

西
求
女
塚
古
墳
と
敏み
ぬ

馬め

浦う
ら

瀬
　
尾
　
和
　
夫

一
．
は
じ
め
に

　
瀬
戸
内
沿
岸
の
出
現
期
古
墳
が
、
海
岸
や
河
口
に
立
地
し
、
そ
れ
が
瀬
戸
内
海
交

通
の
各
地
域
で
の
海
上
支
配
と
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
王
権①
が
、
瀬
戸
内
海

沿
岸
の
各
地
域
の
首
長
と
同
盟
を
む
す
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
鉄
資
源
や
銅
鏡
な
ど
の
対

外
か
ら
の
重
要
物
資
の
輸
送
安
定
化
を
最
重
要
視
し
た
証
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
倭
王

権
の
拠
点
で
あ
る
大
和
盆
地
東
南
部
に
通
じ
る
淀
川
の
河
口
を
出
港
し
て
最
初
の
寄

港
地
で
あ
る
六
甲
山
南
麓
地
域
に
も
当
て
は
ま
る
。
古
代
の
西
摂
地
域
の
港
と
し
て
、

西
か
ら
大
輪
田
泊
、
敏
馬
浦
、
務
古
水
門
、
猪
名
浦
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
古
代
の
港
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
か
ら
の
推
定
に
か
ぎ
ら

れ
て
い
る
。
古
代
の
港
が
、「
港
の
宿
命
は
、
そ
の
立
地
が
海
あ
る
い
は
湖
や
川
と
い

う
き
わ
め
て
自
然
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
水
域
に
接
し
て
（
中
略
）
地
形
が
変
容
す

る
に
つ
れ
て
港
が
本
来
の
姿
を
全
く
か
え
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い②
」
と
い
う
性
格

か
ら
、
遺
跡
と
し
て
の
所
在
確
定
は
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
西
摂
の
古
代
の
港
の
使

用
年
代
や
所
在
地
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
六
甲
山
南
麓
に
所

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
敏
馬
浦
と
灘
区
都
通
に
あ
る
出
現
期
古
墳
の
西
求
女
塚
古
墳

と
の
関
係
を
、
瀬
戸
内
海
交
通
の
海
上
支
配
の
被
葬
者
と
そ
の
支
配
下
の
港
と
い
う

見
方
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
． 

敏
馬
浦
に
つ
い
て

　
敏
馬
（
美
奴
賣
、
美
奴
面
、
見
宿
女
、
三
犬
女
、
汶
賣
と
も
表
記
）
は
、『
万
葉

集
』
に
、
敏
馬
を
詠
ん
だ
和
歌
が
九
首
も
あ
り
、
歌
枕
と
し
て
も
知
ら
れ
る
古
代
の

有
名
な
海
浜
の
地
名
で
あ
っ
た
。
現
在
、
神
戸
市
灘
区
岩
屋
に
あ
る
敏
馬
神
社
の
付

近
が
所
在
地
と
さ
れ
て
い
る
。
敏
馬
神
社
の
創
建
縁
起
で
は
、「
神
功
皇
后
が
、
朝
鮮

出
兵
に
先
立
ち
、
神
前
松
原
（
今
の
神
崎
川
）
で
神
様
を
お
集
め
に
な
り
占
っ
た
と

こ
ろ
、
能
勢
の
美
奴
女
山
（
今
の
三
草
山
）
の
神
様
の
お
告
げ
に
よ
り
、
美
奴
女
山

の
杉
の
木
で
船
を
造
っ
て
出
兵
し
た
と
こ
ろ
大
勝
利
を
収
め
ら
れ
た
。
ご
帰
還
の
際

に
こ
の
地
で
船
が
動
か
な
く
な
り
、
再
び
占
い
問
う
と
﹇
神
の
御
心
な
り
﹈
と
。
よ

っ
て
美
奴
女
山
の
神
様
を
こ
の
地
に
お
ま
つ
り
し
、
船
も
献
上
し
た
」
と
あ
り
、
こ

れ
に
よ
り
、
神
社
の
創
建
を
神
功
皇
后
摂
政
元
年
（
二
〇
一
）
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、『
摂
津
国
風
土
記
逸
文
』「
美
奴
売
の
松
原
」
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
美

奴
女
の
地
名
起
源
説
話
に『
日
本
書
紀
』の
神
功
皇
后
摂
政
元
年
二
月
条
に
あ
る
、神

功
皇
后
の
新
羅
よ
り
の
凱
旋
途
次
、

坂
・
忍
熊
王
の
謀
反
が
あ
り
、
皇
后
の
船
が

難
波
を
出
て
動
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
記
事
に
そ
の
年
代
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
の
神
功
皇
后
の
記
事
自
体
も
史
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
神
社
縁
起
が
神
社
の
創
建
年
代
の
手
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
が
、
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後
世
の
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
記
載
の
あ
る
式
内
社
で
あ
り
、
市
内
最
古
の
古
社
の

ひ
と
つ
に
は
間
違
い
な
い
。

　
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
詠
わ
れ
た
和
歌
が
、
柿
本
人
麻
呂
、
山
部
赤
人
な
ど
著
名
な

歌
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
敏
馬
の
地
名
が
古
代
の
有
名
な
港
で
あ
り
、
そ
れ
は
難

波
津
や
住
吉
津
か
ら
、
瀬
戸
内
海
に
船
出
す
る
船
が
最
初
に
目
指
す
港
で
あ
る
こ
と

に
大
き
な
要
因
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
十
五
の
前
半
は
、天
平
八
年
（
七
三
六
）
六

月
の
遣
新
羅
使
一
行
が
詠
ん
だ
長
歌
五
首
・
旋
頭
歌
三
首
・
短
歌
一
三
七
首
か
ら
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
四
五
首
の
歌
は
、
出
航
時
か
ら
日
を
追
い
、
路
程
に
従
っ

て
並
び
、
地
名
が
難
波
津
・
武
庫
・
印
南
つ
ま
・
玉
の
浦
・
神
島
・
鞆
・
長
井
の
浦
・

風
速
の
浦
・
長
門
の
浦
と
進
み
、
周
防
の
佐
婆
の
沖
で
逆
風
に
遭
い
漂
流
し
た
こ
と

が
、
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
行
の
お
お
よ
そ
の
航
路
と
航
海
に
要
し
た
日

数
が
推
定
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
防
の
佐
婆
で
漂
流
し
て
豊
前
国
分
間
の
浦

に
漂
着
す
る
ま
で
は
順
調
な
航
海
で
、
約
五
〇
〇
㎞
を
お
よ
そ
二
十
日
間
か
け
て
航

行
し
て
い
る
。
一
日
平
均
の
航
行
距
離
は
二
五
㎞
程
度
と
み
ら
れ
る
（
図
1
）。

　
こ
の
遣
新
羅
使
一
行
の
歌
の
な
か
に
あ
る
長
歌
に
「
朝
さ
れ
ば
、
妹
が
手
に
ま
く

　

鏡
な
す

　
三
津
の
浜
辺
に

　
大
舟
に

　
ま
梶
し
じ
貫
き

　
韓
国
に

　
渡
り
い
か
む
と

　

直
向
か
ふ

　
敏
馬
を
さ
し
て
潮
待
ち
て
（
後
略
）」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
大
伴
の
三
津

③
か
ら
新
羅
に
向
け
て
出
港
し
た
遣
新
羅
使
の
船
が
、
対
岸
に
あ
る
最
初
の
目
的
地

で
あ
る
敏
馬
を
目
指
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、『
万
葉
集
』
巻
六
に
は
、
田
辺
福
麻
呂
の
作
と
し
て
「
八
千
桙
の

　
神
の
御

代
よ
り

　
百
船
の

　
泊
つ
る
泊
ま
り
と

　
八
島
国

　
百
船
の

　
泊
つ
る
泊
ま
り
と

　

八
島
国

　
百
舟
人
の

　
定
め
て
し

　
敏
馬
の
浦
は

　
朝
風
に

　
浦
波
騒
ぎ

　
夕
波
に

　

玉
藻
は
来
寄
る

　
白
砂

　
清
き
浜
辺
は

　
行
き
帰
り

　（
後
略
）」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

図 1　遣新羅使航路
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象
に
な
る
山
は
、
敏
馬
の
背
後
に
あ
り
、
特
徴
の
あ
る
山
頂
を
し
た
摩
耶
山
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
2
・
図
3
）。
こ
れ
は
、「
西
宮
市
の
漁
師
か
ら
の
聞
き
取
り

に
よ
る
と
、
昔
、
こ
の
摩
耶
山
と
夜
間
に
み
え
る
天
上
寺
の
灯
火
は
、
漁
の
際
の
山

あ
て
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た⑤
」
と
い
う
話
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
敏
馬
は
、
敏
馬
崎
と
も
よ
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、
古
代
で
は
海
岸
に
突
き
出
し
た
地

形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
現
代
で
も
敏
馬
神
社
の
西
方
に
脇
浜
、
東
方
の
西
求
女

塚
古
墳
の
付
近
に
味
泥
と
い
う
地
名
が
残
る
。
こ
の
地
名
の
脇
浜
は
文
字
通
り
、
敏

馬
崎
の
脇
の
浜
で
あ
る
が
、
味
泥
の
地
名
に
つ
い
て
は
、「
古
代
の
木
造
船
を
係
留
す

る
の
に
好
都
合
な
ラ
グ
ー
ン
や
干
潟
地
の
連
想
か
ら
、
沼
状
地
形
に
由
来
す
る
味
泥

（
み
ど
ろ
）
と
い
う
地
名
が
残
っ
た⑥
」
と
す
る
考
え
が
多
い
。

　
し
か
し
、
味
泥
村
の
地
名
は
、
初
見
が
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
頃
の
『
夏
麦
山

注
文
』（
天
城
文
書
）
に
ミ
ト
ロ
と
み
え
、
そ
の
後
、
味
泥
と
肩
書
き
さ
れ
た
も
の
で

あ
り⑦
、
ミ
ト
ロ
村
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
、
沼
地
の
泥
で
は
な
く
、「
ミ
・
ト
ロ
（
水
・

瀞
）」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、海
岸
で
波
の
穏
や
か
な
場
所
を
意
味
す
る
と
し
た

い
。
ミ
ト
ロ
村
は
、
西
郷
川
（
青
谷
川
）・
観
音
寺
川
の
河
口
東
岸
沖
積
地
に
位
置
し
、

西
方
に
あ
る
敏
馬
崎
に
よ
っ
て
波
が
穏
や
か
な
入
江
の
あ
っ
た
場
所
に
、
後
世
に
な

っ
て
開
か
れ
た
村
落
で
あ
ろ
う
。

三
．
敏
馬
浦
の
所
在
地

　
古
代
の
敏
馬
浦
と
よ
ば
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
敏
馬
神
社
付
近
説
と
旧
大
輪
田

泊
説
そ
し
て
駒
ヶ
林
説
の
三
説
が
あ
る
が
、
今
日
で
は
敏
馬
神
社
説
が
有
力
で
あ
り
、

敏
馬
神
社
の
東
方
六
〇
〇
ｍ
に
西
求
女
塚
古
墳
が
存
在
し
、
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
が

図 2　摩耶山図 3　敏馬神社と摩耶山

田
辺
福
麻
呂
は
、
天
平
二
十
年
（
七

四
八
）
に
造
酒
司
令
使
で
あ
っ
た
こ

と
が
、『
万
葉
集
』
巻
十
八
に
み
え
る

こ
と
か
ら
、
八
世
紀
中
葉
頃
に
敏
馬

浦
は
、「
八
千
桙
の
　
神
の
御
代
（
大

国
主
神
の
神
の
時
代
）」
か
ら
多
く

の
船
が
停
泊
す
る
古
い
港
で
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
敏
馬
の
地
が
、
古
代
の
港
と
し
て

栄
え
た
地
勢
的
な
要
因
を
考
え
て
み

る
と
、
難
波
津
・
住
吉
津
か
ら
の
距

離
が
お
よ
そ
二
五
〜
三
十
㎞
（
十

三
・
五
〜
一
六
・
二
浬
）
に
あ
た
り
、

一
日
の
航
海
距
離④
に
あ
た
り
、
距
離

的
に
は
適
正
な
範
囲
に
あ
っ
た
。
ま

た
、
当
時
の
航
海
は
、
沿
岸
を
航
行

す
る
と
き
は
、
目
標
と
す
る
島
・
山
・

岬
を
目
指
す
と
い
う
「
地
乗
り
」
法

と
よ
ば
れ
る
航
海
法
を
と
っ
て
い
た
。

「
地
乗
り
」
法
の
航
海
で
は
、ま
ず
目

印
に
す
る
も
の
は
山
で
あ
り
、
一
般

に
は
山
あ
て
と
呼
ん
で
い
る
。
敏
馬

を
目
指
す
船
に
と
っ
て
山
あ
て
の
対
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敏
馬
浦
と
関
連
す
る
と
考
え
て
、
敏
馬
神
社
説
を
支
持
す
る
。
敏
馬
崎
の
所
在
地
に

つ
い
て
は
、
吉
田
東
伍
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
　
上
方⑧
』
に
「
敏
馬
浦
は
、
今
都
賀

浜
以
西
小
野
浜
に
至
る
海
辺
な
り
と
云
ふ
。
汶
売
祠
は
、
其
中
央
岩
屋
に
あ
り
、
汀

線
を
去
る
百
間
許
の
高
崖
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
敏
馬
の
崎
は
こ
こ
な
る
べ
し
」
と
あ

っ
て
、
現
在
の
敏
馬
神
社
（
汶
売
祠
）
を
敏
馬
崎
の
所
在
地
と
し
て
い
る
。
現
在
も

神
社
は
参
道
の
階
段
を
三
〇
段
登
っ
た
周
囲
よ
り
高
い
位
置
に
所
在
し
て
い
る
。
神

社
の
南
面
に
は
国
道
が
あ
り
、
海
岸
か
ら
は
離
れ
た
場
所
に
神
社
は
あ
る
が
、
江
戸

時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
摂
津
名
所
図
会
』（
図
5
）
を
み
る
と
、敏
馬
神
社
の
参
道
の

松
林
は
、
海
岸
の
汀
に
あ
り
、
神
社
は
自
然
の
段
丘
崖
上
に
位
置
し
て
、
神
社
が
創

建
さ
れ
る
以
前
は
、
こ
の
地
が
敏
馬
崎
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
東

方
に
隣
接
す
る
龍
泉
寺
も
少
し
高
ま
り
の
あ
る
地
形
に
位
置
し
て
い
る
が
、
敏
馬
神

社
よ
り
は
低
地
に
所
在
す
る
。
さ
ら
に
東
方
に
あ
る
西
求
女
塚
古
墳
と
の
間
に
は
、

西
郷
川
が
流
れ
一
帯
に
は
低
地
が
広
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
寛
政
年
間
の
絵
図
と
明
治
に
な
っ
て
最
初
に
測
量
さ
れ
た
参
謀
本
部
陸
軍
部

測
量
局
の
『
假
製
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
（
明
治
一
八
年
測
量
）』（
図
6
）
を
詳

細
に
み
る
と
、
敏
馬
神
社
は
段
丘
の
上
に
立
地
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
神
社
の

東
方
は
、
龍
泉
寺
と
の
間
に
低
地
が
形
成
さ
れ
て
小
入
江
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

窪
地
が
み
え
る
。
さ
ら
に
地
形
は
西
郷
川
に
む
か
っ
て
傾
斜
地
を
な
し
、
東
側
に
接

し
て
流
れ
る
観
音
寺
川
と
の
間
に
両
河
川
が
形
成
す
る
低
地
が
あ
り
、
大
き
な
ラ
グ

ー
ン⑨
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
は
、
ミ
ト
ロ
村
（
味
泥
）
と
よ

ば
れ
る
地
域
で
あ
り
、
古
代
の
敏
馬
浦
と
よ
ば
れ
た
天
然
の
地
形
を
利
用
し
た
良
港

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
瀬
戸
内
海
の
港
が
、
大
き
な
河
川
の
河
口

部
に
発
達
し
た
ラ
グ
ー
ン
と
か
、
あ
る
い
は
中
・
小
河
川
の
河
口
付
近
に
発
達
し
た

図 4　敏馬神社図 5　『摂津名所図会』岩屋邑・敏馬社・求塚

ラ
グ
ー
ン
、
ち
ょ
う
ど
河

口
の
部
分
に
砂
州
が
で
き

て
、
砂
州
の
背
後
の
ラ
グ

ー
ン
に
港
が
出
来
た⑩
と
い

う
説
明
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
こ
の
付
近
の
現
在

の
地
形
図
を
み
る
と
（
図

7
）
昭
和
初
期
の
地
図
で

は
、
海
岸
線
は
古
墳
の
南

約
二
〇
〇
ｍ
の
位
置
に
あ

り
、
三
世
紀
半
ば
の
古
墳

築
造
時
は
さ
ら
に
海
岸
線

は
内
陸
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
古
墳
の
南
約
一
〇

〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に
は
、
高

低
差
約
二
ｍ
の
段
差
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
当

時
の
海
岸
線
と
考
え
ら
れ

る⑪
。

　
古
墳
時
代
の
地
形
で
は
、

敏
馬
浦
の
東
方
の
入
江
を
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（
福
岡
）
な
ど
の
出
現
期
古
墳
の
多
く
の
立
地
が
海
岸
付
近
や
河
口
に
あ
っ
て
、そ
の

被
葬
者
は
瀬
戸
内
海
交
通
の
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
地
域
首
長
と
み
ら
れ
る
。
西
求

女
塚
古
墳
と
敏
馬
津
の
立
地
を
み
れ
ば
、
六
甲
山
南
麓
の
地
域
に
最
初
に
出
現
し
た

定
型
化
古
墳
の
被
葬
者
も
ま
た
、
瀬
戸
内
海
内
交
通
の
地
域
支
配
者
で
あ
り
、
敏
馬

浦
と
よ
ば
れ
る
港
の
支
配
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

図 6　『明治18年測量　假製20000分の 1地形図』

図 7　西求女塚古墳付近の地形図

見
下
ろ
す
段
丘
上
に
、
西

求
女
塚
古
墳
が
あ
り
、
西

郷
川
と
観
音
寺
川
が
形
成

す
る
天
然
の
良
港
と
、
東

方
の
都
賀
川
に
挟
ま
れ
た

扇
状
地
の
末
端
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
瀬

戸
内
海
を
航
行
す
る
船
が

こ
の
入
江
に
入
港
す
る
の

を
監
視
下
に
置
く
よ
う
に

位
置
し
て
築
造
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
瀬
戸

内
海
沿
岸
に
あ
る
備
前
車

塚
古
墳
（
岡
山
）、竹
島
古

墳
（
山
口
）、石
塚
山
古
墳
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四
．
敏
馬
浦
の
外
交
儀
礼

　
敏
馬
浦
が
、
古
代
に
お
い
て
重
要
な
港
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
世
に
な
っ
て
難
波

津
と
同
様
に
新
羅
使
節
に
対
す
る
神
酒
饗
応
の
給
付
儀
式
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
も
い
え
る
。
そ
の
儀
式
と
は
、『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
・
玄
蕃
諸
蕃
条
に

　「
凡
新
羅
客
入
朝
者
。
給
神
酒
。
其
醸
酒
料
稲
。
大
和
国
賀
茂
。
意
富
。
纏
向
。

倭
文
四
社
。
河
内
国
恩
智
一
社
。
和
泉
国
安
那
志
一
社
。
摂
津
国
住
道
。
伊
佐

具
二
社
各
卅
束
。
合
二
百
卅
束
送
住
道
社
。
大
和
国
片
岡
一
社
。
摂
津
国
広
田
。

生
田
。
長
田
三
社
各
五
十
束
。
合
二
百
束
送
生
田
社
。
並
令
神
部
造
。
差
中
臣

一
人
。
充
給
酒
使
。
醸
生
田
社
酒
者
。
於
敏
売
崎
給
之
。
醸
住
道
社
酒
者
。
於

難
波
舘
給
之
。（
略
）
若
従
筑
紫
還
者
。
応
給
酒
肴
。（
略
）
蕃
客
従
海
路
来
朝
。

摂
津
国
遣
迎
船
。
摂
津
国
守
等
聞
著
弖
。
水
脉
母
教
導
」（
お
お
よ
そ
新
羅
の
客

あ
ら
ば
、
神
酒
を
給
へ
。
そ
の
酒
を
醸
す
料
稲
は
、
大
和
国
の
賀
茂
・
意
富
・

纏
向
・
倭
文
の
四
社
、
河
内
国
の
恩
智
の
一
社
、
和
泉
国
の
安
那
志
の
一
社
、
摂

津
国
の
住
道
、
伊
佐
具
の
二
社
、
各
三
十
束
、
合
わ
せ
て
二
百
卅
束
を
住
道
社

に
送
れ
、
大
和
の
国
の
片
岡
の
一
社
、
摂
津
国
の
広
田
・
生
田
・
長
田
の
三
社
、

各
五
十
束
、
合
わ
せ
て
二
百
束
を
生
田
社
に
送
れ
。
並
び
に
神
部
を
し
て
造
ら

し
め
、
中
臣
一
人
を
差
し
て
、
給
酒
使
に
充
て
よ
。
生
田
社
で
醸
す
酒
は
、
敏

売
崎
に
お
い
て
給
へ
。
住
道
社
で
醸
す
酒
は
、
難
波
館
に
お
い
て
給
へ
。（
略
）

も
し
筑
紫
よ
り
還
ら
ば
、
ま
さ
に
酒
肴
を
給
ふ
べ
し
。
蕃
客
、
海
路
よ
り
来
朝

せ
ば
、
摂
津
国
、
迎
船
を
遣
れ
。（
略
）
摂
津
国
守
ら
聞
き
著
て
、
水
脈
も
教
へ

導
き
賜
へ
）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
『
延
喜
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
九
二
七
年
に
は
、
新
羅
は
す
で
に
滅
亡
し
て

い
た
。
同
書
に
は
、
事
実
上
無
効
に
な
っ
た
条
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な

く
な
く
、
儀
礼
の
対
象
が
中
国
の
使
者
を
も
含
む
場
合
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
外
交
使

節
へ
の
儀
式
細
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
条
文
に
は
、
新
羅
な
ど
海
外
の
使
節
が
瀬
戸
内
海
を
航
行
し
て
き
て
、
畿
内

の
最
終
の
外
港
で
あ
る
難
波
津
に
入
港
す
る
際
、
難
波
館
か
、
そ
の
直
前
の
港
で
あ

る
敏
馬
崎
に
お
い
て
、「
神
酒
」
と
「
肴
」
の
給
付
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
神
酒
は
中
央

か
ら
派
遣
さ
れ
た
中
臣
氏
の
官
人
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
、
敏
馬
崎
で
給
付
さ
れ
る
酒

は
生
田
神
社
で
醸
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
外
交
使
節
に
対
す
る
儀
式
の
目
的
に
は
、
従
来
か
ら
多
く
の
見
解
が
あ
る⑫
。

遠
来
の
使
節
に
対
す
る
慰
労
の
ほ
か
、「
神
酒
」
を
給
ふ
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
何

ら
か
の
呪
術
的
・
宗
教
的
な
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
大
半
の
説
で
あ
る⑬
。
こ

れ
は
、
畿
内
政
権
が
、
新
羅
・
中
国
な
ど
の
外
国
使
の
都
入
り
の
直
前
、
神
聖
な
酒

を
敏
馬
崎
と
難
波
館
の
二
ヵ
所
で
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
も
た
ら
す
「
ケ
ガ

レ
」
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ガ
レ

の
古
代
に
お
け
る
「
祓
え
清
め
」
と
は
、
弊
物
や
供
献
品
に
ケ
ガ
レ
を
付
着
さ
せ
て
、

海
や
河
川
に
流
し
去
る
方
法
を
と
る
こ
と
が
普
通
で
、
神
酒
の
給
付
に
よ
る
「
祓
え

清
め
」
は
、
一
般
的
で
は
な
く
、
外
国
使
節
が
畿
内
で
は
な
く
筑
紫
（
大
宰
府
）
だ

け
に
寄
港
し
た
場
合
に
も
神
酒
を
給
付
す
る
規
定
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ケ
ガ
レ
除
去

と
結
び
つ
か
な
い
。
さ
ら
に
ケ
ガ
レ
の
概
念
が
外
国
人
に
対
し
て
、
一
般
的
に
な
っ

た
の
は
、
都
市
社
会
が
一
定
の
成
熟
を
み
せ
る
九
世
紀
以
降
と
さ
れ
、
こ
の
儀
式
が

始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
六
世
紀
後
半
〜
七
世
紀
初
頭
の
時
期
に
は
ケ
ガ
レ
除
去
の
解
釈

と
し
て
無
理
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
酒
肴
を
給
付
す
る
こ
と
に
積
極
的
意
味
を
求
め
、
外
国
使
節
の

入
京
に
し
た
後
の
中
央
行
事
の
な
か
で
、
臨
時
の
使
者
が
相
席
す
る
饗
宴
が
開
か
れ

た
事
実⑭
に
関
連
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
外
国
使
節
と
共
食
者
（
臨
時

の
使
者
）
の
共
同
飲
食
を
通
じ
、
異
質
な
集
団
を
相
互
に
結
び
付
け
、
双
方
の
一
体

化
を
可
視
的
に
確
認
・
強
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
給
付
儀
式
の
意
味
を
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
で
と
ら
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な

く
、
儀
式
の
開
始
時
期
と
も
関
連
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
難
波
館
と

敏
馬
崎
の
両
方
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
給
付

儀
式
の
意
味
す
る
も
の
が
、
ケ
ガ
レ
の
除
去
や
異
な
る
集
団
と
の
一
体
化
だ
け
で
あ

れ
ば
、
難
波
館
に
お
い
て
の
開
催
の
み
で
事
足
り
る
。
難
波
津
の
前
泊
地
で
あ
る
敏

馬
崎
で
給
付
儀
礼
を
す
る
理
由
を
、
こ
の
地
域
が
神
功
皇
后
伝
承
の
多
い
こ
と
と
関

連
し
て
、
最
も
ゆ
か
り
の
深
い
諸
社
か
ら
提
供
さ
れ
た
神
酒
を
給
付
す
る
こ
と
で
、

神
功
皇
后
の
三
韓
征
討
の
伝
承
に
も
と
づ
き
、
新
羅
に
対
す
る
服
属
的
立
場
を
再
確

認
さ
せ
る
た
め
、
神
功
皇
后
ゆ
か
り
の
こ
の
地
域
で
の
給
付
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と

に
意
味
が
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る⑮
。

　
ま
た
、
畿
内
政
権
が
こ
の
地
域
を
畿
内
の
西
の
境
界
と
位
置
付
け
て
い
た
と
す
る

考
え
が
あ
る
。
畿
内
制
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
天
子
を
中
心

と
す
る
礼
的
秩
序
に
も
と
づ
く
国
土
区
分
法
で
あ
り
、
皇
帝
を
頂
点
に
す
る
政
治
的

秩
序
を
具
現
的
・
可
視
的
に
体
制
化
し
て
い
く
行
為
の
一
環
で
あ
る⑯
。
こ
の
よ
う
な

中
国
の
畿
内
制
の
わ
が
国
へ
の
導
入
時
期
に
つ
い
て
は
、
孝
徳
朝
の
『
日
本
書
紀
』

大
化
二
年
（
六
四
六
）
正
月
甲
子
条
・
大
化
改
新
詔
に

「
凡
畿
内
、
東
自
名
墾
横
河
以
來
。
南
自
紀
伊
兄
山
以
來
、
兄
、
此

云
制
。

西
自
赤
石
櫛
淵

以
來
、
北
自
近
江
狹
々
波
合
坂
山
以
來
爲
畿
内
國
。」（
凡
そ
畿
内
は
、
東
は
名

墾
の
横
河
よ
り
以
来
、
南
は
紀
伊
の
兄
山
よ
り
以
来
、
兄
、
此
に
は
制
と
云
ふ
。
西

は
赤
石
の
櫛
淵
よ
り
以
来
、
北
は
近
江
の
狭
々
波
の
合
坂
山
よ
り
以
来
を
、
畿

内
国
と
す
。）

と
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
す
で
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
畿
内
」
の
西
の
境
界
で
あ
る
赤
石
の
櫛
淵
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
神

戸
市
須
磨
区
一
の
谷
町
か
ら
垂
水
区
塩
屋
町
に
か
け
て
の
海
岸
線
と
す
る
説
と
、
旧

明
石
郡
押
部
谷
村
を
流
れ
る
明
石
川
の
奇
淵
（
神
戸
市
西
区
）
と
す
る
二
つ
の
説
が

あ
る
が
、
山
が
直
接
海
岸
に
せ
ま
り
櫛
の
よ
う
な
景
観
を
し
め
す
こ
と
よ
り
、
櫛
淵

と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

　
畿
内
の
西
の
境
界
が
、
須
磨
の
海
岸
付
近
で
あ
れ
ば
、
瀬
戸
内
海
を
西
か
ら
海
路

入
京
す
る
外
国
使
節
に
と
っ
て
は
、
敏
馬
浦
が
畿
内
の
最
初
の
寄
港
地
に
あ
た
る
。

そ
こ
で
畿
内
政
権
は
、
外
国
使
節
に
対
し
て
王
権
の
聖
域
に
入
る
た
め
の
外
交
儀
礼

を
、
敏
馬
浦
で
開
催
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
．
敏
馬
浦
の
遺
構

　
い
ま
ま
で
、
文
献
上
に
み
ら
れ
て
い
た
敏
馬
崎
で
の
外
交
儀
礼
に
関
連
す
る
施
設

が
、
一
九
九
四
年
の
西
求
女
塚
古
墳
第
六
次
発
掘
調
査
に
よ
り
、
は
じ
め
て
そ
の
遺

構
と
思
わ
れ
る
も
の
が
出
現
し
た
。
調
査
地
点
は
、西
求
女
塚
古
墳
の
周
濠
部
で
、東

面
す
る
前
方
後
方
墳
の
南
西
部
分
に
接
す
る
位
置
に
あ
た
る（
図
8
）。
こ
の
調
査
で

三
枚
の
遺
構
面
と
遺
物
包
含
層
が
確
認
さ
れ
、
掘
立
柱
建
物
・
柱
穴
・
土
坑
・
溝
・

耕
作
痕
・
周
濠
上
の
落
ち
込
み
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
調
査
地
の
本
来
の
地

形
は
、
西
求
女
塚
古
墳
の
方
向
へ
の
北
東
に
高
く
な
る
地
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
が
、
こ
こ
を
削
平
し

て
土
地
利
用
が
な
さ
れ

て
い
る
。

　
第
二
遺
構
面
（
図

9
）
に
お
い
て
は
、
調

査
区
の
東
部
（
Ｓ
Ｘ
〇

六
）
で
、
広
く
浅
い
遺

構
が
検
出
さ
れ
た
が
、

西
求
女
塚
古
墳
の
兆
域

を
画
す
る
浅
い
濠
に
も

み
え
る
。
掘
立
柱
建
物

は
、
三
棟
確
認
さ
れ
た

図 8　西求女塚古墳調査地点

が
、
そ
の
う
ち
Ｓ
Ｂ
〇
一
は
、
柱
間
東
西
二
間
×
南
北
二
間
（
五
．〇
×
四
．〇
ｍ
）

で
柱
の
抜
き
取
り
穴
か
ら
、
奈
良
時
代
の
須
恵
器
の
破
片
、
土
錘
七
点
が
出
土
し
た

こ
と
か
ら
奈
良
時
代
の
建
物
と
推
測
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｂ
〇
二
は
、
柱
間
二
間
×
南
北
一

間
（
四
．五
×
二
．一
ｍ
）
の
広
さ
で
遺
物
の
出
土
は
あ
る
が
小
破
片
が
多
く
、
奈
良

時
代
か
平
安
時
代
か
時
期
の
確
定
が
困
難
で
あ
る
。
Ｓ
Ｂ
〇
三
は
、
柱
間
東
西
四
間

×
南
北
一
間
以
上
（
一
〇
．一
×
三
．四
ｍ
以
上
）
で
調
査
区
の
北
に
続
く
も
の
と
思

わ
れ
る
。
遺
物
の
出
土
は
あ
る
が
小
破
片
が
多
い
。
内
面
黒
色
土
器
の
破
片
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
建
物
と
推
測
さ
れ
る
。

　
遺
物
は
、
調
査
区
を
東
西
に
横
切
る
幅
二
．五
〜
三
．〇
ｍ
の
溝
（
Ｓ
Ｄ
三
三
）
の

東
寄
り
の
部
分
で
、
礫
と
と
も
に
奈
良
時
代
後
半
の
大
量
の
土
器
が
投
棄
さ
れ
て
い

た
。
杯
・
高
坏
・
甕
・
壺
の
ほ
か
、
製
塩
土
器
・
置
き
カ
マ
ド
な
ど
が
出
土
し
た
。

図 9　西求女塚古墳第六次調査　第二遺構面平面図
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杯
・
高
坏
の
類
は
、
高
坏
の
脚
部
が
面
取
り
さ
れ
て
お
り
都
風
で
あ
っ
て
在
地
の
も

の
と
は
考
え
に
く
い（
図
10
）。
墨
書
土
器
も
二
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｂ
〇
三
の

東
西
四
間
も
あ
る
大
き
な
建
物
と
、
都
風
の
土
器
が
出
土
す
る
公
的
な
施
設
か
ら
考

え
れ
ば
、
こ
の
施
設
が
文
献
上
に
記
載
の
あ
る
敏
馬
の
泊
（
敏
馬
浦
）
に
関
連
し
た

施
設
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る⑰
。

　
こ
の
施
設
の
所
在
地
は
、
敏
馬
浦
の
入
江
を
形
成
し
て
い
た
観
音
寺
川
の
左
岸
に

あ
た
り
、
西
求
女
塚
古
墳
の
周
濠
部
付
近
に
あ
た
る
。
こ
の
調
査
区
域
外
は
未
調
査

で
あ
る
が
、
遺
跡
範
囲
は
さ
ら
に
西
方
お
よ
び
北
方
に
拡
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
文
献
に
み
え
る
外
交
儀
礼
が
こ
の
場
所
で
開
催
さ
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
。

六
．
敏
馬
浦
と
畿
内
政
権

　
敏
馬
浦
の
所
在
地
の
推
定
と
畿
内
政
権
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
、
外
交
儀
礼
を
中

心
に
検
討
し
て
き
た
。
外
交
儀
礼
の
目
的
を
、
畿
内
政
権
の
聖
域
に
入
港
し
た
際
の

儀
礼
と
す
る
と
、
そ
の
時
期
は
孝
徳
朝
、
あ
る
い
は
畿
内
制
の
成
立
を
推
古
朝
の
画

期
性
に
求
め
れ
ば
敏
馬
浦
の
外
交
儀
礼
の
初
現
は
六
世
紀
末
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
敏
馬
浦
が
、
畿
内
政
権
に
と
っ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
た
の
は
、
外
交

儀
礼
を
開
催
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
先
に
み

た
『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
・
玄
蕃
諸
蕃
条
の
後
半
の
部
分
に
、「
蕃
客
、
海
路
よ
り
来

朝
せ
ば
、
摂
津
国
、
迎
船
を
遣
れ
。（
略
）
摂
津
国
守
ら
聞
き
著
て
、
水
脈
も
教
へ
導

き
賜
へ
」
と
あ
り
、
外
交
儀
礼
が
畿
内
政
権
下
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期

で
も
、
海
上
交
通
に
と
っ
て
水
先
案
内
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
瀬
戸
内
海

の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
お
け
る
海
流
の
複
雑
な
動
き
が
あ
り
、
そ
の
土
地
の
海
流
の

動
き
を
知
悉
し
て
い
る
人
が
乗
船
し
な
け
れ
ば
、
上
手
く
い
か
な
い⑱
と
い
う
理
由
で

あ
る
。
こ
の
海
流
を
熟
知
し
た
海
人
の
存
在
と
、
敏
馬
浦
と
い
う
自
然
の
良
港
を
保

有
す
る
こ
の
地
域
の
優
位
性
で
あ
っ
た
。

　
敏
馬
浦
で
外
交
儀
礼
が
実
施
さ
れ
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
港
と
し
て
の
重
要
性
が

高
か
っ
た
こ
と
は
、
三
世
紀
半
ば
に
築
造
さ
れ
た
西
求
女
塚
古
墳
の
存
在
か
ら
も
確

認
で
き
る
。
こ
れ
は
敏
馬
浦
の
所
在
地
が
三
世
紀
半
ば
に
お
い
て
倭
王
権
の
瀬
戸
内

海
航
路
の
最
初
の
寄
港
地
で
あ
り
、
最
後
の
寄
港
地
で
あ
る
こ
と
と
、
瀬
戸
内
海
航

路
の
難
所
で
あ
る
明
石
海
峡
へ
の
出
入
に
あ
る
地
勢
的
な
要
因
が
大
き
い
。
明
石
海

峡
が
そ
の
潮
流
の
速
さ
と
複
雑
さ
で
、
航
海
の
難
所
で
あ
る
こ
と
は
近
年
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
り
、
古
代
に
お
い
て
は
「
速
吸
門
」
と
よ
ば
れ
て
、
文
献
に
航
海
上
の

図10　SD33出土土器実測図
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難
所
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　『
古
事
記
』
中
巻
に
は
、
神
武
天
皇
一
行
の
船
が
大
和
入
り
を
め
ざ
し
て
、「
速
吸

門
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
槁
根
津
日
子
（
サ
オ
ネ
ツ
ヒ
コ
）
が
海
導
者
と
し
て
出

現
し
、
無
事
に
海
峡
を
航
行
で
き
た
説
話
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
明
石
海
峡
の
水
先

案
内
役
を
果
た
し
た
槁
根
津
日
子
は
、
国
つ
神
で
あ
り
、
大
和
国
造
等
の
祖
と
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、「
潮
の
流
れ
が
速
く
、
航
行
が
容
易
で
は
な

い
明
石
海
峡
を
古
代
国
家
の
官
船
が
通
る
際
、
こ
の
付
近
の
潮
流
の
こ
と
な
ど
を
熟

知
す
る
地
元
海
人
た
ち
の
協
力
は
必
要
不
可
欠
だ
っ
た⑲
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

海
人
を
統
率
す
る
地
域
首
長
と
畿
内
政
権
と
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
応
神
天
皇
十
三
年
九
月
条
の
一
書
に
、
日
向
の
諸
県

君
牛
が
娘
の
髪
長
媛
を
天
皇
に
献
上
す
る
た
め
に
瀬
戸
内
海
を
航
海
し
、
明
石
海
峡

を
目
前
に
し
た
。
そ
の
時
、
応
神
天
皇
が
淡
路
島
に
狩
猟
し
、
西
方
に
数
十
頭
の
大

鹿
が
み
え
、
そ
れ
が
播
磨
の
鹿
子
水
門
に
入
っ
た
。
天
皇
は
大
鹿
と
見
え
た
諸
県
君

牛
を
御
船
に
従
わ
せ
た
。
そ
の
岸
に
着
い
た
所
を
名
付
け
て
鹿
子
水
門
と
い
い
、
水

夫
を
鹿
子
と
い
う
の
は
こ
れ
に
よ
る
と
い
う
、
地
名
起
源
説
話
が
あ
る
。
こ
の
説
話

か
ら
は
、
明
石
海
峡
ま
で
は
、
畿
内
政
権
下
の
領
域
に
あ
た
り
、
天
皇
の
許
可
な
く

航
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
話
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
畿
内
政
権
が
瀬
戸
内
海
交
通
を
掌
握

す
る
以
前
は
、
地
域
首
長
の
支
配
す
る
海
域
の
航
行
に
は
、
水
先
案
内
と
し
て
の
協

力
と
港
の
提
供
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
応
神
朝⑳

と
さ
れ
る
四
世
紀
末
頃
に
は
、
明
石
海
峡
よ
り
東
の
瀬
戸
内
海
は
畿
内
政
権
が
直
接

に
支
配
下
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
、
し
た
が
っ
て
六
甲
山
南
麓
の
地
域
は

こ
の
時
期
に
は
、
畿
内
政
権
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
三
世
紀
半
ば
の
築

造
と
考
え
る
西
求
女
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
、
敏
馬
浦
と
こ
の
地
域
の
海
上
権
を
支
配

し
て
倭
王
権
と
対
等
に
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
が
、
四
世
紀
末
ま
で
に
は
畿
内
政
権
の

支
配
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
推
定
と
支
配
過
程
の
研
究
に
は
、
六
甲
山
南
麓
の

西
求
女
塚
古
墳
に
は
じ
ま
る
首
長
系
譜
で
あ
る
古
墳
群
の
分
析
が
有
効
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

七
．
お
わ
り
に

　
西
求
女
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
、
敏
馬
浦
と
い
う
良
港
を
も
ち
、
明
石
海
峡
と
い
う

瀬
戸
内
海
交
通
に
お
け
る
難
所
の
海
上
権
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
倭
王
権
内
で
重
要

な
地
位
を
占
め
た
。
六
甲
山
南
麓
地
域
の
そ
の
後
の
首
長
系
譜
は
、
三
世
紀
半
ば
の

西
求
女
塚
古
墳
か
ら
お
よ
そ
四
世
紀
前
葉
に
か
け
て
、
処
女
塚
古
墳
・
東
求
女
塚
古

墳
・
ヘ
ボ
ソ
塚
古
墳
・
阿
保
親
王
塚
古
墳
と
東
に
そ
の
首
長
墳
を
移
動
し
て
行
っ
た
。

順
調
に
見
え
る
畿
内
政
権
と
六
甲
山
南
麓
地
域
の
首
長
と
の
関
係
も
三
代
目
の
東
求

女
塚
古
墳
の
墳
形
が
、
前
方
後
方
墳
か
ら
前
方
後
円
墳
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
次
の
ヘ

ボ
ソ
塚
古
墳
か
ら
は
、
そ
の
立
地
を
内
陸
部
に
移
し
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
畿
内

政
権
と
六
甲
山
南
麓
地
域
首
長
と
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
畿
内

政
権
が
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
の
首
長
と
の
同
盟
関
係
に
よ
る
間
接
的
な
支
配
政
策
か

ら
、
地
域
の
海
上
交
通
を
直
接
支
配
下
に
お
く
こ
と
で
、
倭
国
内
で
の
畿
内
政
権
へ

の
集
権
化
を
は
か
る
支
配
政
策
の
転
換
が
読
み
取
れ
る
。
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註①
　
三
世
紀
初
頭
に
卑
弥
呼
を
共
立
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
広
域
政
権
を
「
倭
王

権
」、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
政
権
運
用
を
担
っ
た
畿
内
有
力
地
域
首
長
を
主
体
と
す
る

集
団
を
「
畿
内
政
権
」
と
呼
称
す
る

②
　
千
田

　
稔
一
九
七
四
『
埋
も
れ
た
港
』
学
生
社

③
　『
萬
葉
集
』
巻
十
五
の
遣
新
羅
使
の
短
歌
に
は
「
大
伴
の

　
三
津
の
船
乗
り

　
漕
ぎ
出

て
は

　
い
づ
れ
の
島
に

　
廬
り
せ
む
我
」
と
あ
り
、
三
津
（
御
津
）
は
大
伴
の
三
津
で

あ
り
、
海
外
使
節
船
の
出
発
津
と
し
て
史
料
上
に
記
さ
れ
る
が
、
所
在
地
に
つ
い
て
は
、

三
津
寺
町
、
高
麗
橋
な
ど
上
町
台
地
の
付
近
で
諸
説
が
あ
る
。

④
　
飯
田
嘉
郎
『
日
本
航
海
史
』
に
よ
れ
ば
、
七
四
九
年
没
の
行
基
が
難
波
か
ら
室
ま
で

航
海
し
た
時
の
距
離
が
一
四
浬
、
九
二
五
年
編
集
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
よ
る
、
海
路

行
程
の
瀬
戸
内
海
平
均
行
程
が
一
七
・
二
浬
で
あ
る
。

⑤
　
坂
江
渉

　
編
著
二
〇
一
一
『
神
戸
・
阪
神
間
の
古
代
史
』
神
戸
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー

⑥
　
坂
江
渉

　
一
九
九
八
「
敏
売
浦
と
古
代
の
神
戸
」『
文
化
學
年
報
』
第
一
七
号

　
神
戸

大
学
大
学
院
文
化
研
究
科

⑦
　
今
井
林
太
郎
監
修
一
九
九
九
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
・
兵
庫
県
』
平
凡
社

⑧
　
吉
田
東
吾
一
九
二
二
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
一
巻
上
方

　
冨
山
房

⑨
　
海
岸
の
砂
州
の
背
後
に
で
き
る
潟
湖
で
、
①
前
面
の
砂
州
に
よ
り
波
浪
か
ら
ま
も
ら

れ
る
、
②
ラ
グ
ー
ン
底
が
砂
や
泥
で
あ
る
た
め
、
木
造
船
の
船
底
が
傷
ま
な
い
、
③
近

く
に
よ
く
乾
い
た
砂
州
が
あ
る
た
め
上
下
船
が
容
易
で
あ
る
、
④
水
質
が
絶
え
ず
変
化

す
る
た
め
船
虫
に
や
ら
れ
に
く
い
、
⑤
潮
汐
を
う
ま
く
利
用
し
て
発
着
が
で
き
る
な
ど

の
利
点
が
あ
る

⑩
　
日
下
雅
義
一
九
九
六
「
瀬
戸
内
海
の
地
形
と
古
代
の
港
」
石
野
博
信
編
　『
古
代
の

「
海
の
道
」』
学
生
社

⑪
　
神
戸
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
二
〇
〇
四
『
西
求
女
塚
古
墳
　
発
掘
報
告
書
』

⑫
　
吉
井
良
隆
一
九
七
三
「
生
田
社
で
醸
す
神
酒
」『
神
道
史
研
究
』
二
一

－

三
・
四
、
落

合
重
信
一
九
八
〇
『
神
戸
の
歴
史
』
研
究
編
後
藤
書
店
、
中
野
高
行
一
九
八
九
「
延
喜

玄
蕃
寮
式
に
見
え
る
新
羅
使
へ
の
給
酒
規
定
に
つ
い
て
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
四
、坂

江
　
渉
一
九
九
八
「
敏
売
浦
と
古
代
の
神
戸
」『
文
化
學
年
報
』
第
一
七
号

　
神
戸
大
学

大
学
院
文
化
研
究
科
、
岩
宮
隆
司
二
〇
一
〇
「
敏
馬
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